
➢ 令和６年度の定年前再任用短時間勤務職員数は4,841人。
➢ 29時間３分45秒以上31時間以下の勤務時間区分となった職員が最も多く、
63.1％となっている。

定年前再任用短時間勤務制の実施状況等に関する
調査結果のポイント（令和６年度実績）

３ 職種別定年前再任用短時間勤務職員数・割合

（注２）「その他」：「管理職」、「課長補佐相当職」及び「係長相当職」のいずれにも該当しない職をいう。

（注１）定年前再任用短時間勤務職員：条例で定める年齢（60歳）に達した日以後定年前に退職した者で短時間勤務の職に
採用された職員

２ 定年前再任用短時間勤務職員の職位の状況【一般行政職のみ】

１ 団体区分別定年前再任用短時間勤務職員数と勤務時間区分

➢ 定年前再任用短時間勤務職員数は一般行政職が最も多く、44.4％となっている。

➢ 再任用時における職位の状況については、いずれの退職時における職位においても
その他に就いた場合が多い。

15時間30分以上
19時間22分30秒未満, 

129人,2.7%

19時間22分30秒以上
23時間15分未満, 
663人, 13.7%

23時間15分以上
27時間７分30秒未満, 

681人, 14.1%

27時間７分30秒以上
29時間３分45秒未満,

314人,6.5% 

29時間３分45秒以上
31時間以下,

3,054人,63.1% 

定年前再任用
短時間勤務職員
（4,841人）

一般行政職
2,150人
44.4%

教育職
1,208人
25.0%

企業職
306人
6.3%

技能労務職
258人
5.3%

消防職
256人
5.3%

警察職
200人
4.1%

福祉職
179人
3.7%

医療職
176人
3.6%

税務職
79人
1.6%

研究職
29人
0.6%

海事職
0人

0.0%

定年前再任用
短時間勤務職員

4,841人



１ 勤務形態別暫定再任用職員数

➢ 令和６年度の暫定再任用職員数は114,625人。
令和５年度の151,599人と比べて減少（前年度比24.3％減）している。

暫定再任用制度の実施状況等に関する
調査結果のポイント（令和６年度実績）

２ 再任用職員数の推移

３ 職種別暫定再任用職員数・割合

➢ フルタイム勤務職員数は73,457人で、職員数は平成18年度から令和５年度までは一貫して
増加し続けていたが、令和６年度は減少している。減少要因として、令和５年度は定年の段
階的な引上げにより、60歳の定年退職者が生じなかったことがあげられる。

➢ 短時間勤務職員数は41,168人で、職員数は平成26年度から令和２年度までは横ばい
傾向であったが、令和３年度から減少傾向に転じている。

➢ フルタイム勤務職員数は教育職が最も多く、46.1％となっている。
➢ 短時間勤務職員数は一般行政職が最も多く、41.4％となっている。

（注）暫定再任用制度：定年引上げにより、従前の再任用制度は廃止されたが、定年の段階的な引上げ期間においては、
従前と同様の制度（暫定再任用制度）が設けられている。

○ フルタイム勤務職員 〇 短時間勤務職員
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